
69特許行政年次報告書2017年版

主要統計

第
3
章

第
4
章

第
5
章

第
6
章

第
2
章

第
1
章

主
要
統
計

第
2
章

（３）上告提起、上告受理申立件数

上告提起 上告受理申立 上告提起 上告受理申立 上告提起 上告受理申立

2007年 18 27 35 54 5 5
2008年 12 18 17 30 2 0
2009年 8 21 36 71 0 0
2010年 16 19 46 61 1 1
2011年 17 26 33 46 0 0
2012年 19 21 41 62 1 2
2013年 15 24 38 59 2 2
2014年 18 27 23 43 1 1
2015年 10 10 28 46 0 0
2016年 7 12 24 38 5 6

＊１：特許・実用新案・意匠・商標合計で、拒絶査定不服審判、補正却下不服審判
＊２：特許・実用新案・意匠・商標合計で、無効審判、取消審判、訂正審判
＊３：特許・実用新案・商標合計

（４）上告、上告受理の結果

上告棄却 却下 原判決破棄 不受理 却下 原判決破棄

2007年 11 0 0 18 0 0
2008年 11 1 0 19 0 0
2009年 5 2 0 13 1 0
2010年 11 1 0 15 1 0
2011年 6 4 0 7 2 0
2012年 14 2 0 22 2 0
2013年 14 2 0 17 0 0
2014年 12 3 0 24 2 0
2015年 10 0 0 17 0 0
2016年 5 1 0 8 0 0

上告棄却 却下 原判決破棄 不受理 却下 原判決破棄

2007年 37 1 0 48 0 0
2008年 19 1 0 37 1 1
2009年 19 2 0 45 0 0
2010年 31 5 0 44 1 0
2011年 22 1 0 35 1 1
2012年 25 3 0 35 2 0
2013年 19 0 0 40 0 0
2014年 18 2 0 30 1 0
2015年 11 0 0 32 1 0
2016年 15 1 0 35 0 0

上告棄却 却下 原判決破棄 不受理 却下 原判決破棄

2007年 1 0 0 5 0 0
2008年 4 0 0 0 2 1
2009年 0 0 0 0 0 0
2010年 0 0 0 0 0 0
2011年 0 0 0 0 0 0
2012年 0 0 0 0 1 0
2013年 3 0 0 3 0 0
2014年 1 0 0 1 0 0
2015年 0 0 0 0 0 0
2016年 0 1 0 0 1 0

＊１：特許・実用新案・意匠・商標合計で、拒絶査定不服審判、補正却下不服審判
＊２：特許・実用新案・意匠・商標合計で、無効審判、取消審判、訂正審判
＊３：特許・実用新案・商標合計

※2015年以前の統計を再作成したため、過去の年次報告書に掲載した統計数値と異なる場合がある。
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１８．早期審査・早期審理
（１）審査

特 許 8,549 (6) 8,863 (9) 9,777 (8) 11,042 (3) 12,170 (4)
旧 実 用 新 案
意 匠
商 標

特 許 14,717 （2） 15,187 （1） 17,086 (1) 17,511 (1) 19,492 (2)
旧 実 用 新 案
意 匠
商 標

特 許
旧 実 用 新 案
意 匠
商 標

特 許
旧 実 用 新 案
意 匠
商 標

問合せ先：調整課、意匠課、商標課
 

（２）審判

特許・旧実用新案 228 (264) 268 (305) 272 (307) 195 (245) 190 (259)
意 匠 0 (0) 1 (1) 3 (3) 1 (1) 10 (10)
商 標 8 (8) 3 (3) 11 (10) 10 (10) 7 (8)

特許・旧実用新案 149 (222) 153 (218) 156 (237) 180 (260) 176 (246)
意 匠 1 (2) 1 (2) 0 (0) 2 (2) 3 (3)
商 標 10 (12) 8 (8) 8 (8) 8 (8) 5 (5)

特許・旧実用新案
意 匠
商 標

特許・旧実用新案
意 匠
商 標
　注１：「早期審査に関する事情説明書」が提出された件数。
　　　　（　）内の数字は優先審査の申出件数で外数。
　注２：早期審査の対象となった案件についての平均。
　　　　申出から審査官による審査結果の最初の通知が発送されるまでの期間。
　注３：「早期審理に関する事情説明書」が提出され部門移管された件数。
　　　　（　）内の数字は部門移管されなかった件数を含む総数。
　注４：早期審理の対象となった案件についての平均。
　　　　申出がなされ審理可能となってから審決が発送されるまでの期間。
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